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特区第２次提案関係ヒアリング対象項目についての考え方 
 

平成１５年２月６日 

厚 生 労 働 省 

 

特例措置の内容 厚生労働省の考え方 

①幼保一元化施設の創設 

○ 保育所と幼稚園については、これまでも施設の共用化

や資格の相互取得の容易化などを進めてきており、地域

における全ての児童の健全育成を図る観点から、両者の

連携の強化を図る方向で施策を進めている。 

○ 平成１５年度においては、総合規制改革会議第二次答

申も踏まえ、資格の相互取得を更に容易にするための方

策等について検討することとしている。 

○ また、保育所の調理室必置義務については、総合規制

改革会議第二次答申も踏まえ、平成１５年度において

は、余裕教室に保育所を設置する場合において、安全性

等が確保される場合には、調理室を共同利用することを

認める方向で検討することとしている。 

○ なお、施設整備費や運営費の対象拡大は考えていな

い。 
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②医療業務への労働者派遣の容認 

○ 医療関係業務の労働者派遣については、今年度中に社

会福祉施設等における派遣を認める方向で検討中。医療

機関における派遣の可否については、総合規制改革会議

第二次答申も踏まえ、検討し、平成１６年度中に結論を

得ることとしている。 

③医師以外の医療関係者による医行為の容認（看護

師、ホームヘルパー等） 

○ 医師とは養成課程等の異なる医療関係者に本来認め

られている業務範囲を超えた行為の実施を認めること

は、患者の生命・身体に危害を及ぼすことになる。            

○ なお、ALS 患者に対するホームヘルパーによる痰の吸

引行為の可否については、「看護師等による ALS 患者の

在宅療養支援に関する分科会」において検討し、年度末

までに結論を得ることとしている。 

④相互主義によらない外国人医師による医療行為の

容認 

○ 我が国の医師免許を有していない者に一般的に医療

行為の実施を認めることは、患者の生命・身体に危害を

及ぼすことになる。 

○ なお、臨床修練制度や二国間協定により、現行制度に

おいても一定のルールの下に外国人医師による医療行

為は認めている。 
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⑤株式会社による医療分野への参入 

○ 株式会社による医療機関経営を認めれば、過剰診療や

収益性の高い医療分野への集中により医療費負担の増

大や医療の質の低下を招くなどのおそれがある。 

○ なお、医業経営における資金調達の多様化、経営の効

率化方策については「規制改革推進３カ年計画（改定）」

に基づき、現在「医業経営のあり方に関する検討会」に

おいて検討しているところであり、今年度末を目途に結

論を得る予定。 

⑥病床規制の適用除外 

○ 特定の地区における病床規制の撤廃は、当該地区内に

医療機関が偏在・集中し、地域間の医療資源配置の不均

衡や、医療費の高騰を招く恐れがあり、医療費の負担に

ついて、当該地区外にも影響が及ぶ。 

⑦特定療養費制度によらない一般的な保険診療と保

険外診療の併用の容認 

○ 不当な患者負担の増大や安全性の確保等の観点から

保険診療と保険外診療の併用を一般的に認めることは

適当でなく、特定療養費制度という一定のルールの下

で、個々の具体的事例ごとに適否を判断すべき。 

 

 


